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はじめに
　平成 23 年の福島第一原子力発電所の事故により、３年あまりが経過した今なお、周辺地域の皆さま

をはじめ、福島県の皆さま、さらには広く社会の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけしており

ますことを心からお詫び申し上げます。

　さて、当社は、平成 26 年 1 月に「世界最新鋭の石炭火力発電所プロジェクト」を立ち上げました。

このプロジェクトには、福島県の経済復興や雇用回復・創出に少しでもお役に立ちたいとの思い、福

島県を世界全体のエネルギー・環境問題に貢献するクリーンコール技術の発信地としてアピールさせて

いただきたいとの思いを込めております。

　本プロジェクトは、石炭の更なる高度利用として高出力・高効率化に向けた技術開発が進められてい

る 50 万 kW 級の石炭ガス化複合発電（IGCC）設備を当社の広野火力発電所構内に建設・運用するもの

です。

　広野火力発電所が位置する広野町は、ご迷惑をおかけしている原子力発電所の周辺地域に位置するこ

とから、広野町の方々はもとより、避難を余儀なくされている地域の方々のご帰還に少しでもお役に立

ちたいとの思いからこの地を選定いたしました。

　IGCC は、石炭をガス化、精製したクリーンなガスをコンバインドサイクルで発電するシステムで、 

従来型石炭火力発電方式に比べて発電効率が高く、発電電力量当たりの二酸化炭素やばい煙の排出量を

抑えることができます。また、従来型石炭火力発電では利用が困難な灰融点が低い低品位炭を利用でき

る等のメリットがあります。

　これらは、環境性、エネルギーセキュリティおよび経済性に寄与するものであり、本プロジェクトの

実現は、火力発電技術の高度化にも貢献できるものと考えております。

石炭をガス化し、ガス
タービン発電と汽力発
電の長所を組み合わせ
た発電方式。
ガス化炉内で発生した
燃料ガスを燃焼させる
ことによりガスタービ
ンを回転させると同時
に、ガスタービンを回
転させた後の高温の排
ガスをボイラに導き、
蒸気を発生させ、蒸気
タービンを回転させて
発電する仕組み。

■ 石炭ガス化複合発電（IGCC）設備の概要
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対象事業の概要
■ 対象事業の内容

■ 工事工程　［着工：2016年（平成 28年）　（予定）］

■ 設備配置計画



環境影響評価について
　環境影響評価方法書は、環境影響評価を行うために必要な対象事業の概要、対象事業実施区域周辺

の状況、ならびに環境影響評価の項目、調査、予測及び評価の手法について記載したものです。

　環境影響評価を行う項目は、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並
びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並び
に当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の
保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年通商産業省令第 54 号）に基づき、対象
事業の特性と対象事業実施区域及びその周囲の地域特性を踏まえ、右表のとおり選定いたしました。

■ 対象事業に係る環境影響評価の項目

　発電所の建設等の工事や運転によって、環境の変化が予想される大気や水質等について、文献調査
及び現地調査により現況を把握したのち、数値計算等により影響を予測し、環境保全に対して配慮す
べき事項を検討いたします。

■ 調査・予測の手法

　調査及び予測の結果を踏まえ、環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているか、環境保
全についての配慮が適正になされているかを検討、評価いたします。
　また、国や自治体によって、環境基準や環境保全上の規制基準等の環境保全施策が示されている場
合には、それらとの整合が図られているかを検討、評価いたします。

■ 評価の手法

■ 対象事業実施区域及びその周囲の概況把握

　大気環境、水環境、土壌及び地盤、地形及び地質、動物、植物、生態系、景観、ならびに人と自然
との触れ合いの活動の場の状況について、既存の文献等を参考に概況を調査いたしました。

自然的状況

　人口及び産業、土地利用、海域等の利用、交通、学校・病院・住宅等の配置、下水道の整備、なら
びに廃棄物の状況について、既存の文献等を参考に概況を調査いたしました。
　また、環境保全を目的とした法令等による指定地域、規制基準等について内容を調査いたしました。

社会的状況



工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用
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注：1.　 　　は、発電所の一般的な環境影響評価の項目（参考項目）であることを示します。
　　2.「○」は、参考項目のうち、環境影響評価の項目として選定する項目であることを示します。
　　3.「◎」は、参考項目以外に、環境影響評価の項目として選定する項目であることを示します。
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環境影響評価項目の選定表
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計画段階環境配慮書

公告・縦覧・説明会

古紙パルプ配合率 100％再生紙を使用 ベジタブルオイルインキ

見やすく読みまちがえにく
い ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン
フォントを採用しています。

参　　考
■ 経　緯

■ 環境影響評価の手続き

■ 環境影響評価方法書の縦覧について

平成 26年　5月　計画段階環境配慮書の提出
平成 26年 11月　環境影響評価方法書の提出

　法律に基づく環境影響評価の手続きは次のとおりです。今回の「環境影響評価方法書」の縦覧は、
太枠の段階のものです。
　今後、皆様のご意見をお聞きした上で、調査の結果を踏まえ、予測及び評価を行い、その結果を「環
境影響評価準備書」として縦覧し、法律に基づく審査を経て「環境影響評価書」として取りまとめる
ことになります。

環境影響評価方法書に関するお問い合わせ・意見書の提出先

東京電力株式会社 環境部 福島環境調査グループ
〒 100-8560  東京都千代田区内幸町一丁目 1番 3号

TEL  03-6373-1111（代表）

福 島 県 庁

広 野 町 役 場

楢葉町いわき出張所

縦 覧 期 間

平成 26年
11月 11日（火）

～

12 月 10日（水）

午前 8時 30分

～

午後 5時 15分

土曜日、日曜日、
祝日は除く

縦 覧 時 間 備 　 　 考縦 覧 場 所

当社ホームページでもご覧になれます。（http://www.tepco.co.jp）


